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　静岡県の認定農業者のみなさん、こんにちは。

　今回は、シニア世代の就農希望者を新たに雇用予定又は
雇用された方に耳よりな情報をお届けします。

----------------------------------------------------
　静岡県では、農業法人等がシニア世代（50歳以上65歳未満）
の就農希望者を新たに正社員として雇用し、就農に必要な
技術・経営ノウハウ等を習得させるための実践的な研修に
対して助成する「シニア世代雇用就農支援事業費補助金」
の第２回募集を開始しました。

①概要
（一社）静岡県農業会議が実施する「農の雇用事業」において
支援対象とならない50歳以上65歳未満の方を研修生として
雇われた場合に、御活用いただける事業です。

②事業の詳細
　補助内容や事業参加に当たっての主な要件は「農の雇用事業」
に準じたものとなっておりますが、若干異なる部分もございます。
詳しくは静岡県のホームページを御確認いただくか、
静岡県農業ビジネス課へ直接お問い合わせください。

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-320/ninaite/siniasedai.html

====================================================
　認定マガジン第４４６号はいかがだったでしょうか。
これからも、皆さんが楽しめ、参考になる記事を配信して
いきたいと思います。
　また、バックナンバーも県ホームページに掲載しています。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-320/nougyo/ninteinougyousya.html

○今後配信の必要のない方は、お手数ですが下記宛に配信停
　止のご連絡をお願いします。
  その際は『認定マガジン』の配信停止である旨、ご記載願
　います。

○メールアドレスの変更等の場合は、認定マガジン配信先の
　変更希望と記載の上、新メールアドレス、旧メールアドレ
　ス、お名前を下記までお知らせ下さい。

  静岡県　経済産業部　農業ビジネス課　担い手育成班
  Ｅ-mail　 nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp
  ＴＥＬ　　054-221-2754
  ＦＡＸ　　054-221-3688
====================================================


